
　◎
「
認
定
こ
ど
も
園
」
の
整
備
推
進
に

つ
い
て

◎
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
方
法
に
関

す
る
改
善
策
に
つ
い
て

　
◆
受
領
委
任
払
い
方
式
の
導
入
に
つ

い
て

　
　
　
　
　
　
　

◎
危
機
管
理
に
つ
い
て

　
◆
認
識
と
対
応
、
地
方
分
権
と
の
整

合
に
つ
い
て

　
◆
財
政
危
機
に
つ
い
て

　
◆
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て

　
◆
集
中
豪
雨
に
つ
い
て

　
◆
草
津
市
「
浸
水
対
策
条
例
」
に
つ

い
て

　
◆
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
並
び
に
海
抜
表

示
に
つ
い
て

　
◆
防
災
訓
練
に
つ
い
て

　
◆
活
断
層
に
つ
い
て

　
◆
耐
震
強
度
に
つ
い
て

◎
自
殺
者
対
策
基
本
法
に
つ
い
て

　
◆
認
識
と
本
市
の
実
態
に
つ
い
て

◎
市
民
の
就
労
に
つ
い
て

　
◆
若
年
無
職
者
、
ニ
ー
ト
、
フ
リ
ー

タ
ー
の
実
態
に
つ
い
て

◎
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
つ
い
て

７ ふじいでら　2006年11月号

　
八
月
　
七
日
　
寝
屋
川
南
部
広
域
下
水
道

組
合
議
会

　
八
月
二
一
日
　
民
生
福
祉
常
任
委
員
会
協

議
会

　
八
月
三
〇
日
　
総
務
文
教
常
任
委
員
会
協

議
会

　
八
月
三
一
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
九
月
　
六
日
　
定
例
会
（
議
案
説
明
）

　
　
　
　
　
　
　
幹
事
長
会

　
九
月
一
四
日
　
定
例
会
（
一
般
質
問
）

　
九
月
一
五
日
　
定
例
会
（
一
般
質
問
・
議

案
審
議
）

　
九
月
一
九
日
　
建
設
水
道
常
任
委
員
会

　
九
月
二
〇
日
　
民
生
福
祉
常
任
委
員
会

　
九
月
二
一
日
　
総
務
文
教
常
任
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
総
務
文
教
常
任
委
員
会
協

議
会

　
九
月
二
二
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
九
月
二
五
日
　
市
民
病
院
問
題
特
別
委
員

会

　
九
月
二
八
日
　
定
例
会
（
議
案
審
議
）

　
　
　
　
　
　
　
幹
事
長
会

一
〇
月
一
六
日
　
一
般
会
計
等
決
算
特
別
委

員
会

一
〇
月
一
八
日
　
一
般
会
計
等
決
算
特
別
委

員
会

一
〇
月
一
九
日
　
一
般
会
計
等
決
算
特
別
委

員
会

一
〇
月
二
三
日
　
企
業
会
計
決
算
特
別
委
員

会

◆
平
成
十
七
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
十
七
年
度
公
共
下
水
道
事
業
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
十
七
年
度
病
院
事
業
会
計
決
算

認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
十
七
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算

認
定
に
つ
い
て

　　　
次
の
意
見
書
を
全
会
一
致
で
採
択
し
、

関
係
機
関
に
善
処
を
求
め
送
付
し
ま
し

た
。

◆
地
域
生
活
の
改
善
に
必
要
な
道
路
財

源
の
確
保
に
関
す
る
意
見
書

◆
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
全
国
配
備
へ
新
法

制
定
を
求
め
る
意
見
書

　　◆
藤
井
寺
市
名
誉
市
民
の
称
号
を
贈
る

こ
と
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て

　
堀
端
　
宏
　氏

【
同
　
　
意
・
全
会
一
致
】

議
会
日
誌

　◎
少
子
高
齢
化
社
会
に
つ
い
て

　
◆
次
世
代
育
成
支
援
法
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

　
◆
子
ど
も
の
環
境
に
つ
い
て

　
◆
高
齢
者
の
環
境
に
つ
い
て

◎
市
委
託
業
務
の
現
状
に
つ
い
て

◎
新
病
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　
◆
付
近
の
整
備
に
つ
い
て

　
◆
経
営
に
つ
い
て

◎
国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て

　◎
新
市
民
病
院
に
つ
い
て

　
◆
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　
◆
市
民
病
院
経
営
に
つ
い
て

　◎
街
づ
く
り
に
つ
い
て

　
◆
建
築
基
準
法
42
条
２
項
の
道
路
に

つ
い
て

　
◆
各
地
域
に
お
け
る
通
学
路
と
の
関

連
に
よ
る
一
方
通
行
化
に
つ
い
て

◎
財
政
関
連
に
つ
い
て

　
◆
施
設
管
理
公
社
と
の
委
託
契
約
に

お
け
る
協
定
書
ま
た
は
仕
様
・
要

綱
等
に
つ
い
て

　
◆
人
件
費
・
雇
用
賃
金
の
今
後
の
推

移
等
に
つ
い
て
　
　
　
　

　
◆
認
識
と
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
◆
体
験
学
習
に
つ
い
て

　◎
教
育
基
本
法
に
つ
い
て

　
◆
教
育
基
本
法
の
教
育
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
取
り
組
み
に
つ
い

て

　
◆
ど
の
子
ど
も
た
ち
も
大
切
に
さ
れ

る
教
育
に
つ
い
て

◎
商
店
街
の
活
性
化
に
つ
い
て

　
◆
商
業
の
実
態
調
査
に
つ
い
て

　
◆
だ
れ
も
が
安
心
し
て
買
い
物
が
で

き
る
街
づ
く
り
に
つ
い
て

　
　
・
ト
イ
レ
・
休
憩
所
の
設
置
に
つ

い
て

　
　
・
は
み
だ
し
陳
列
に
つ
い
て

　◎
高
齢
者
が
充
実
し
た
介
護
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に

　
◆
介
護
ベ
ッ
ド
・
車
イ
ス
・
ヘ
ル
パ

ー
な
ど
の
と
り
あ
げ
を
し
な
い
た

め
に

　
◆
払
え
る
保
険
料
に
、
減
免
制
度
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

◎
市
場
化
テ
ス
ト
法
へ
の
対
応
に
つ

い
て

　
◆
窓
口
業
務
へ
の
導
入
問
題
と
市
民

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
つ
い
て

各
派
の
質
問
事
項
並
び
に
個
人
質
問
事
項

公
明
党
　代
表
質
問

新
政
21
　代
表
質
問

日
本
共
産
党
　代
表
質
問

日
本
共
産
党
　個
人
質
問

個
人
質
問

国
に
意
見
書
を
提
出

議
会
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
所
定
の
受
付
簿
に
住
所
・
氏
名
を

記
入
す
る
だ
け
で
傍
聴
で
き
ま
す
。

一
階
ロ
ビ
ー
な
ど
で
も
モ
ニ
タ
ー
放

映
し
て
い
ま
す
。

第
四
回
定
例
会
の
お
知
ら
せ

　変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注 一
二
月
　
四
日
　
午
前
十
時
〜
議
案
説
明

一
二
月
一
二
日
　
午
前
十
時
〜
一
般
質
問

一
二
月
一
三
日
　
午
前
十
時
〜
一
般
質
問

自
民
・
市
民
ク
ラ
ブ
　代
表
質
問

個
人
質
問

藤
井
寺
市
名
誉
市
民
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【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】

◆
平
成
十
八
年
度
藤
井
寺
市
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
ニ

号
）
に
つ
い
て

　
地
方
債
変
更
に
よ
る
財
源
更
正

【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】

◆
平
成
十
八
年
度
藤
井
寺
市
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て

　
百
六
十
一
万
九
千
円
及
び
債
務
負
担

行
為
二
千
七
百
五
万
四
千
円

【
原
案
可
決
・
賛
成
多
数
】

　　◆
藤
井
寺
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
き

同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
岡
田
　
武
　氏

【
同
　
　
意
・
全
会
一
致
】

　　◆
平
成
十
七
年
度
藤
井
寺
市
水
道
事
業

会
計
継
続
費
の
精
算
報
告
に
つ
い
て

　　◆
平
成
十
七
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出

決
算
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
十
七
年
度
駐
車
場
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
十
七
年
度
老
人
保
健
医
療
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
十
七
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

◆
藤
井
寺
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補

償
条
例
及
び
藤
井
寺
市
非
常
勤
消
防
団

員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
消
防
組
織
法
の
一
部
改
正
及
び
障
害

者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
条
例
中

の
引
用
条
項
の
ず
れ
の
修
正
と
字
句
整

理
な
ど
。

【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】

◆
藤
井
寺
市
立
市
民
総
合
体
育
館
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
ウ
エ
イ
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
場
の
機
能

転
換
と
会
議
室
の
用
途
変
更
。

【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】

◆
藤
井
寺
市
立
市
民
運
動
広
場
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

　
青
少
年
運
動
広
場
Ａ
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

廃
止
し
、
藤
井
寺
市
民
病
院
用
地
と
す

る
こ
と
。

【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】

　　◆
平
成
十
八
年
度
藤
井
寺
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
つ
い
て

　
九
千
三
十
四
万
一
千
円

【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】　

◆
平
成
十
八
年
度
藤
井
寺
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

に
つ
い
て

　
三
億
四
千
六
百
三
万
六
千
円

【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】

◆
平
成
十
八
年
度
藤
井
寺
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ

い
て

　
七
千
三
百
二
十
七
万
六
千
円

議
案
の
主
な
内
容
と
議
決
結
果

　
第
三
回
定
例
会
は
九
月
六
日
に
開
会
し
、
九
月
二
八
日
ま

で
の
二
三
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ

た
平
成
十
七
年
度
各
会
計
決
算
、
条
例
の
一
部
改
正
、
補
正

予
算
・
人
事
案
件
・
報
告
案
件
な
ど
ニ
四
議
案
と
議
会
議
案

二
件
に
つ
い
て
、
委
員
会
・
本
会
議
を
通
じ
て
慎
重
に
審
議

し
た
結
果
、
継
続
審
査
（
第
四
回
定
例
会
ま
で
）
に
付
し
た

八
会
計
決
算
を
除
く
十
八
議
案
を
可
決
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

第３回定例会

つ
い
て

　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
生
じ

た
条
例
中
の
引
用
条
項
の
ず
れ
の
修
正
。

【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】

◆
藤
井
寺
市
老
人
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い

特
定
療
養
費
が
廃
止
さ
れ
保
険
外
併
用

療
養
費
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
が
新

設
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
障
害
児
施
設
入
所
者

に
対
す
る
制
度
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
伴

う
一
部
改
正
。【原

案
可
決
・
賛
成
多
数
】

◆
藤
井
寺
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い

一
〇
月
一
日
以
降
の
出
産
に
係
る
出
産

育
児
一
時
金
を
三
五
万
円
に
引
き
上
げ

る
と
と
も
に
、
一
般
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
賦
課
総
額
に
関
す
る
規
定
の
整
備

な
ど
。

【
原
案
可
決
・
賛
成
多
数
】

　　◆
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

　
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
一
部
改
正
。

【
原
案
可
決
・
全
会
一
致
】

◆
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
一
部
改
正
。
主
な
改
正
内
容

は
、
個
人
住
民
税
の
所
得
割
の
税
率
を

所
得
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
10
％
（
府
民

税
４
％
、
市
民
税
６
％
）
に
フ
ラ
ッ
ト

化
、
平
成
二
〇
年
度
か
ら
二
八
年
度
ま

で
の
時
限
措
置
と
し
て
所
得
割
に
つ
き

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
創
設

な
ど
。

【
原
案
可
決
・
賛
成
多
数
】

◆
災
害
に
よ
る
被
災
者
に
対
す
る
市
税

の
減
免
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

条

例

補

正

予

算

人

事

案

件

報

告

案

件

審
査
を
継
続
す
る
議
案


